
東
明
神
処
分

場
設
置
予
定

地

(

時
か
ら

時

10

11

50

分)

処
分
場
予
定
地
の

現
状
確
認
が
主
目
的

で
あ
っ
た
が
、
降
雪

と
霧
の
た
め
現
状
確

認
に
は
な
ら
な
か
っ

た
。

質
疑
応
答

①
地
域
住
民
の
同
意

が
得
ら
れ
な
く
て
も

許
可
申
請
を
す
る
の

か
と
い
う
質
疑
に
対

し
、

は
「
同
意

T
O

を
い
た
だ
け
る
よ
う

地
域
の
皆
さ
ん
に
働

き
か
け
を
行
っ
て
い

く
」
と
の
答
え
で
あ

っ
た
。

②
産
廃
埋
立
予
定
地

の
内
壁(

法
面)

の
成

型
工
事
を
行
っ
て
い

る
こ
と
に
つ
い
て
の

質
問
に
は
、
「
最
終
処

分
場
計
画
に
基
づ
く

工
事
で
は
な
い
」
と

の
答
え
が
あ
っ
た
。

③
砕
石
場
の
土
地
所

有
権
の
大
部
分
が
オ

オ
ノ
開
発
株
式
会
社

に
移
っ
て
い
る
こ
と

に
つ
い
て
は
、
「
多
額

の
資
金
を
長
期
投
資

す
る
こ
と
か
ら
大
資

本
に
依
頼
す
る
ほ
か

な
か
っ
た
の
で
、
資

金
提
供
の
好
意
に
応

え
る
た
め
所
有
権
移

転
を
行
っ
た
」
と
の

こ
と
で
あ
っ
た
。

オ
オ
ノ
開
発

産
廃
処
分
場

(

時

分
か
ら

時

13

15

15

分)

40
現
地
で
の
ビ
デ
オ

・
写
真
撮
影
は
許
可

さ
れ
ず
、
事
業
所
主

導
の
現
地
視
察
に
終

始
し
た
。
管
理
型
・

安
定
型
最
終
処
分
場
、

中
間
処
理
の
焼
却
炉

他
の
施
設
を
有
す
る

広
大
な
敷
地
内
に
は
、

道
路
際
や
焼
却
炉
周

辺
に
が
れ
き
類
、
廃

棄
物
等
が
無
造
作
に

大
量
に
野
積
み
さ
れ
、

最
終
処
分
場
の
排
気

孔
か
ら
は
、
埋
立
廃

棄
物
の
分
解
に
よ
る

ガ
ス
の
発
生
が
視
認

さ
れ
、
ビ
デ
オ
・
写

真
撮
影
が
許
可
さ
れ

な
い
理
由
が
納
得
で

き
た
。
な
お
、
オ
オ

ノ
開
発
の
2
0
0
5

年
に
建
設
さ
れ
た
最

終
処
分
場
は
、
長
期

稼
働
に
十
分
耐
え
う

る
有
り
余
る
規
模(

118

万

千
㎥)

を
持
ち
、

4
環
境
汚
染
の
危
険
を

冒
し
て
ま
で
あ
え
て

久
万
高
原
町
に
新
た

な
産
廃
処
分
場
を
設

置
す
る
必
要
性
は
全

く
見
い
だ
せ
な
い
。

視
察
を
終
え

て
我
々
市
民
は
、
曇

り
な
き
眼
で
し
っ
か

り
と
現
実
を
見
、
未

来
の
こ
ど
も
た
ち
の

た
め
に
も
勇
気
を
持

っ
て
自
ら
の
ゴ
ミ
問

題
と
ゴ
ミ
処
分
場
の

実
態
に
向
き
合
わ
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
時

を
迎
え
て
い
る
。
大

宝
砕
石
・
オ
オ
ノ
開

発
い
ず
れ
も
改
め
て

訪
問
し
、
確
認
し
た

い
こ
と
が
多
々
あ
る

視
察
で
あ
っ
た
。

(

川
本
博
文
副
代
表)

(1) グリーン久万郷・クリーン仁淀川 2号 2012.12.30

グリーン久万鄕
クリーン仁淀川

久万高原産廃処分場を止める会

代表 大野隆則 0892-21-0504

事務局 鷲野宏 080-6382-8896

編集長 古田隆 090-4794-1041

会計 久万川重広 090-6282-8291

HP http://stop-kumakogensanpai.

info

Mail info@stop-kumakogensanpai.

info

課題一杯=曇りなき眼で実態に向き合う大切さ確認
産廃処分場予定地とオオノ開発産廃処分場を24人が視察

久
万
高
原
町
産
業
廃
棄
物
処
分
場
設
置
を
止
め

る
会(

産
廃
処
分
場
を
止
め
る
会)

は
事
業
計
画
に

基
づ
き
、
去
る

月

日
、

人
の
参
加
で
東
明

12

25

24

神
と
東
温
市
の
現
場
に
赴
き
視
察
し
ま
し
た
。
川

本
副
代
表
と
山
之
内
調
査
部
長
の
報
告
を
掲
載
し

ま
す
。

オオノ開発東温事業所視察所感
焼却炉はセメント工場の焼成炉のような感

じで、立派な設備であるが、焼却場の臭気は

久万高原町の清掃工場と同じように感じる。

また各工程で出る廃棄物・排煙は本当に安全

なものなのか。安定型・管理型最終処分場・

汚水処理施設はバスの車中見学ではものたり

ない。所有敷地面積500㌶、現在の事業地面積

300㌶の汚水処理は可能なのであろうか。また一

部道路脇の斜面には灌木の中にビニール・プラ

スチック類等がろしゅつしていた。最も残念だった

のは「誤解を招く」との理由でカメラ・ビデオの撮

影が禁止されていることである。(山之内敏秋調

査部長)

短 信
u 町生活環境の保全に関する専

門委員会委員

小川光雄(町議会議長)

滝野志(町議)

中川武志(町議)

玉井春鬼(町議)

中野克仁(町議)

沼田洋一(商工会)

大野護(森林組合)

久万川滋(松山市農協久万支所)

三本一雄(面河川漁協)

大野公博(落合組)

大野隆則(止める会)

黒田伸夫(町教委)

森永進(社協)

町長・副町長・担当課長・班長

u1面掲載の視察記事に関して質

問のある方は川本副代表(0892-2

1-0706)、山之内調査部長(0892-

21-0840) に問い合わせを。

u12月29日現在会員は約1400名。
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専門家の知見を網羅パンフを武器に
理念をしっかり結束を強め執拗に継続

行政交渉の実際
目的＝産業廃棄物処理施設の設置許可の権限は都道府県知事、一

般廃棄物のそれは市町村長にある。業務停止命令・措置命令・改

善命令等の権限も同様である。住民は、㋐どのような計画なのか

明らかにせよ㋑許可を出すな㋒許可を取り消せ㋓行政命令を出し

なさい㋔改善指導をしなさい㋕原状回復をさせなさい等の請求を

行政に交渉することになる。

行政の姿勢＝事業者の渉外担当者・代弁者という実態は全国共通

でほぼ例外がないという。行政が考えていることは、①事業者の

計画をつつがなく行わせること②住民をうまく言いくるめること

③行政としての公平さを装うことである。

行政の具体的対応＝①事業計画情報開示の請求にまだ確定して

おりません。この段階で開示すると業者との信頼関係が崩れます。

②環境汚染への不安・懸念に対して技術上の基準をクリアして

いるので懸念には及びません。③許可申請書のでたらめさや無数

の誤りを指摘されて軽微な書き間違いなので訂正させれば問題

ありません。④業者が指導要綱手続きを履行していないのを指摘

されて指導要綱には法的拘束力はありませんので違法ではあり

ません。⑤住民同意の偽造や登記が脱法的手段であったと指摘さ

れて業者はそういう事実はないといっています。⑥開場後の周

辺環境汚染を指摘されて私どもは違法行為を確認できませんで

した。⑦業者の違法行為・違法処理の事実を指摘されて私ども

は確認できませんでした。業者もしていないといっています。⑧

違法連発業者の許可取り消し・措置命令等を求められてそれを

すると業者が倒産して後始末をする者がいなくなります。ですか

ら行政指導で対応します。(後略)

行政交渉のイロハ＝イ、疑いの目で見て吟味すること、行政と住

民とは緊張関係があるのが健全。ロ、行政が怖がるマスコミ(そ

の後の世論)と上司(議員・弁護士)の同行。ハ、テープ持参・録

音、回答・約束事の文書化要求。ニ、ひるまず交渉を繰り返す。

梶山正三「廃棄物紛争の上手な対処法」(民事法研究会刊)より

事業者交渉の実際
交渉が行われる場合①事業者による事前説明会での話し合い。②計画の変更・撤回を

求める交渉③協定締結に向けての協議等。④操業の中止・違法行為の停止・環境破壊

等の原状回復を求める交渉。

交渉の得失 ①交渉を一切しない。メリットもデメリットもある。②交渉する。交渉

の過程で情報を引き出す。

絶対反対と条件闘争 条件闘争のほとんどが失敗に終わっている。㋐無内容の協定㋑市

町村自治体が当事者になっている例では、常に県や国の圧力を受け豹変の可能性があり、

住民側に立つことに限界がある。㋒協定違反のペナルティがない。㋓違反事実の有無の証

明が不可能(住民は場内に入れない)。㋔住民側に専門知識が乏しい。

このパンフは12.6.16関口鉄夫氏講演会「ゴ

ミは田舎へ」の内容を元に編集されたもの、

イラストも豊富でわかりやすい。学習会に

最適。購読を広げて武器(利器)にしたい。


